
2
月
14
日
の
第
10
回
中
央

委
員
会
で
「
２
０
１
１
国
民

春
闘
方
針
」
を
決
定
し
、
あ

わ
せ
て
現
行
賃
金
水
準
の
維

持
・
改
善
を
目
標
と
し
た

「
２
０
１
１
年
度
自
治
体
労

働
者
の
賃
金
・
労
働
条
件
に

関
す
る
統
一
要
求
」
を
確
認

し
ま
し
た
。

2
月
18
日
に
小
谷
市
長
へ

要
求
書
を
提
出
し
、
2
月
28

日
に
文
書
回
答
が
示
さ
れ
た

も
の
の
、
納
得
で
き
る
回
答

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

こ
の
回
答
を
受
け
、
3
月

3
日
に
第
25
回
拡
大
支
部
代

表
者
会
議
・
第
5
回
拡
大
闘

争
委
員
会
で
国
民
春
闘
の
具

体
的
推
進
に
つ
い
て
確
認
し
、

本
日
、
3
月
7
日
（
月
）
よ

り
対
当
局
交
渉
を
展
開
し
ま

す
。前

進
回
答
を
引
き
出
す
た

め
、
組
合
員
み
な
さ
ん
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
生
活
の
維
持
・
改
善
を
は

か
る
賃
金
水
準
・
制
度
の

実
現

②
臨
時
・
非
常
勤
等
職
員
や

公
共
サ
ー
ビ
ス
民
間
労
働

者
の
格
差
是
正
、
自
治
体

最
賃
の
制
度
化

③
委
託
契
約
労
働
者
の
賃
金

労
働
条
件
改
善
、
公
契
約

条
例
の
制
定

④
総
労
働
時
間
短
縮
（
時
間

外
勤
務
縮
減
）
、
不
払
い

残
業
一
掃
、
各
種
休
暇
制

度
の
新
設
・
充
実

⑤
安
定
的
な
自
治
体
財
政
の

確
立
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腕 章・リストバンドの着用徹底をお願いします

交 渉 期 間・・・ 3月 7日(月) ～ 11日(金)
腕章・リストバンド・・・ 3月 7日(月) ～ 闘争終了まで
朝 ビ ラ 配 布・・・ 3月 7日(月) ～ 10日(木)
超 勤 拒 否・・・ 3月10日(木)
出 張 拒 否・・・ 3月11日(金)
2 9 分 ス ト ラ イ キ・・・ 3月11日(金)

３月１４日（月）～１８日（金）

３月１８日（金）までに
書記局へ報告願います


